
  
 

 

  
講師：前川 哲明 弁護士 

 
 
 
日時：10 月 17 日(土) 14:00～16:00 

会場：広島弁護士会館 ２階大会議室 

   広島市中区上八丁堀 2-73  TEL 082-228-0230 

参加費（資料代）：300 円 
 

 

伊方原発は広島市から最も近い原発

で、現在３つの原子炉のうち１号・２号

は廃炉が決定され３号機のみです。 

内海に面し、重大事故が起きれば瀬

戸内海が死の海になると危惧されてい

ます。 

住民が１号機設置許可処分取消しを

求めて 1973 年に松山地裁に提訴、日本

で最初の原発訴訟となった歴史があり

ます。 

福島原発事故以降は広範囲の人が松

山、広島、大分、山口で伊方原発運転の

差し止めを求めて司法へ訴えました。 

その中で３号機再稼働の動きに対し、

運転差し止めの仮処分申請が出され、

広島高裁では 2017年 12月と今年 1月

の二度に渡って運転差し止めの決定を

下しました。この決定の内容とその意

義を中心に原告代理人を務められた前

川弁護士に話していただきます。
 
新型コロナウィルス対策：会場はゆとりがあり

換気にも注意します。各自もお願いします。 

 

さよなら原発ヒロシマの会 
広島市中区大手町 4-2-27-403 

TEL:082-245-2501 FAX:082-245-2502 

URL: http://zeronpphiroshima.daa.jp 

E-mail:info@zeronpphiroshima.daa.jp 

さよなら原発ヒロシマの会 

★ヒロシマ・アピールウォーク 
（脱原発行動：第１・第３金曜日） 

10月16日，11月6日・20日・・・ 
国泰寺公園を 夕方６時に出発 

中電前を通って，元安橋まで 

「原発なくせ」と粘り強く訴えましょう。 

2020 年 

伊方原発ヒロシマ裁判弁護団 

連続市民講座 

新シリーズ 第 5 回 

10月17日（土） 

 


